
大館市障害者就労施設等からの物品等の調達方針 

 

 

１ 目的 

  「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」（平成２４年法律第５０号。以

下「法」という。）第９条の規定に基づき、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項を定

めることにより、障害者就労施設等が供給する物品及び役務に対する需要の増加を図り、もって障害就労施設

で就労する障害者、在宅就業障害者の自立の促進に資することを目的とする。 

 

２ 調達方針の適用範囲 

  この方針は、大館市が発注するすべての物品又は役務（以下「物品等」という。）について適用する。 

 

３ 調達方針の対象となる障害者就労施設等 

  この方針の対象となる障害者就労施設等は、法第２条第２項から第４項に規定する別紙１に掲げる障害者就

労施設等とする。 

 

４ 調達する物品等 

  この方針の対象となる物品等は、別紙２のとおりとする。 

  （別表に記載のないものであっても、市が調達可能な物品等であれば対象とする。） 

 

５ 物品等の調達目標 

  この方針の目的に沿うために、前年度の調達実績額を上回ることを目標とする。 

 

６ 調達の推進方法 

  障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、次の取組を行う。 

（１）障害者就労施設等が提供可能な物品等についての情報を収集し、各部署へ情報提供を 

行う。 

 （２）各部署は、（１）の情報に基づき、可能な限り障害者就労施設等からの調達に努めるも 

のとする。 

 （３）障害者就労施設等からの物品等の調達に当たっては、予算の適正な使用並びに競争性及び透明性の確保

に留意しつつ、法の趣旨に基づいて、地方自治法施行令及び大館市財務規則による随意契約を締結する

など、障害者就労施設等からの物品等の調達を積極的に推進する。 

 

７ 調達方針及び調達実績の公表 

（１）調達方針を策定又は見直しをしたときは、市ホームページ等により速やかに公表する。 

（２）調達実績については、毎会計年度終了後に市ホームページ等で公表する。 

 

８ 調達方針の担当窓口 

  この方針の担当窓口は、福祉部福祉課障害福祉係とする。 

 

９ その他 

  障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に資するよう、必要に応じて本方針の見直しを行うものとする。 

 



別紙１ 

調達方針の対象となる障害者就労施設等 

 

障害者就労施設等の区分 説     明 

就労継続支援事業所 

（Ａ型、Ｂ型） 

 障害者総合支援法第５条第１４項に規定され、一般企業等で

の就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び

能力の向上のために必要な訓練を行う事業所。 

就労移行支援事業所 

 障害者総合支援法第５条第１３項に規定され、一般企業等へ

の就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識及び能力

の向上のために必要な支援を行う事業所。 

生活介護事業所 

 障害者総合支援法第５条第７項に規定され、常に介護を必要

とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介助等を行うととも

に、創作活動又は生産活動の機会を提供する事業所。 

障害者支援施設 

 障害者総合支援法第５条第１１項に規定する障害者支援施

設（就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限

る。）。 

 地域活動支援センター 
 障害者総合支援法第５条第２７項に規定され、創作的活動又

は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う事業所。 

小規模作業所 

障害者の地域社会における作業活動の場として障害者基本法

第１８条第３項の規定により必要な費用の助成を受けてい

る施設。 

 特例子会社 

 障害者雇用促進法に規定する障害者の雇用に特別の配慮を

し、雇用される障害者数や割合が一定の要件を満たすものと

して厚生労働大臣の認定を受けた会社。 

重度障害者多数雇用事業所 

 障害者雇用促進法に規定する重度身体障害者等を常時労働

者として多数雇い入れるか継続して雇用している事業主。 

（要件）ア 障害者の雇用者数が５人以上 

    イ 障害者の割合が従業員の２０％以上 

    ウ 雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害 

者及び精神障害者の割合が３０％以上 

 在宅就業障害者 
 障害者雇用促進法に規定する自宅等において物品の製造、役

務の提供等の業務を自ら行う障害者。 

 在宅就業支援団体 
障害者雇用促進法に規定する在宅就業障害者に対する支援を

行う団体として厚生労働大臣に申請し登録を受けた法人。 

 

 

 



別紙２ 

物品・役務の品目 

 

種目 品   目 具   体   例 

物 

 

 

 

 

品 

事務用品・書籍 筆記具、事務用具、用紙、封筒、ゴム印、書籍 など 

食料品・飲料品 
パン、弁当・おにぎり、麺類、加工食品、菓子類、飲料、コーヒー・

茶、米、野菜、果物 など 

小物雑貨 

衣服・身の回り品・装身具、食器類、絵画・彫刻、木工品・金工品・

刺繍品・陶磁器・ガラス製品、おもちゃ・人形、楽器、各種記念品、

清掃用具、防災用品、非常食、花苗 など 

その他の物品 

バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）、机・テーブル、椅子、キャビネット、

ロッカー、寝具、器物、台、プランター、車いす、杖、点字ブロッ

ク等上記以外の物品 

役 

 

 

 

 

務 

 

印刷 
ポスター、チラシ、リーフレット、報告書・冊子、名刺、封筒などの

印刷 

クリーニング クリーニング、リネンサプライ など 

清掃・施設管理 清掃、除草作業、施設管理、駐車場管理、自動販売機管理 など 

情報処理・テープ起

こし 

ホームページ作成、プログラミング、データ入力・集計、テープ起こ

し など 

飲食店等の運営 売店、レストラン、喫茶店 など 

その他のサービス・

役務 

仕分け・発送、袋詰・包装・梱包、洗浄、解体、印刷物折り、おしぼ

り類折り、筆耕、文書の廃棄（シュレッダー）、資源回収・分別 な

ど 

※ 上記に記載がないものであっても市が調達可能な物品、役務であれば対象



調達方針６（１）関係  

   調達方針の対象となる「障害者就労施設等」及び「物品等」リスト 

 

平成３０年５月３１日作成 

障害者就労施設等（事業者・事業所名） 物品等（種目及び品目） 具体的な物品・役務の種類 連絡先（住所・ＴＥＬ・ＦＡＸ） 

特定非営利活動法人共生センターとっと工房 

 共生センターとっと工房 
役務 

清掃・施設管理 公園等の清掃・除草作業 
〒０１８－５７０１ 

大館市扇田字長岡７０番地３ 

ＴＥＬ ０１８６－５７－８８２５ 

ＦＡＸ ０１８６－５７－８８２６ 
その他のサービス・役務 袋詰、印刷物折り 

特定非営利活動法人工房ＪＯＹさあくる 

 工房ＪＯＹさあくる 
物品 その他の物品 

バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ） 
〒０１７－０８７２ 

大館市片山町三丁目１番５６号 

ＴＥＬ ０１８６－４９－６３５５ 

ＦＡＸ ０１８６－４９－６３５５ 
リサイクル粉石けん 

社会福祉法人大館圏域ふくし会 

白沢通園センター 

物品 食料品・飲料品 

製菓製パン（パン・クッキーほか）、豆腐、 

こんにゃく、総菜、弁当、 

きりたんぽセット（３人前・４人前・５人前）、

比内地鶏肉、比内地鶏スープ 

〒０１７－０００２ 

大館市白沢字白沢４０７番地９ 

ＴＥＬ ０１８６－４６－３７７５ 

ＦＡＸ ０１８６－４６－３７７６ 
役務 

清掃・施設管理 清掃 

飲食店等の運営 レストラン 

株式会社フィール・ライフ 

就労継続支援事業所 パッソアパッソ 
役務 清掃・施設管理 清掃・除草作業、洗車作業 

〒０１７－００１２ 

大館市釈迦内字街道上１０１番地２ 

ＴＥＬ ０１８６－５９－６２５２ 

ＦＡＸ ０１８６－５９－６２６５ 

アビリティーズジャスコ株式会社 

 アビリティーズジャスコ大館センター 
物品 事務用品・書籍 書籍、ＣＤ 

〒０１７－００４１ 

大館市字大田面２３８番地 

ＴＥＬ ０１８６－５７－８５０１ 

ＦＡＸ ０１８６－５７－８８４５ 



特定非営利活動法人ハートランドひまわり 

就労継続支援Ｂ型事業所ワークサンフラワー 

物品 小物雑貨 

 

木工品、刺繍品 

 

〒０１７－００１２ 

大館市釈迦内字下清水１２６番地１ 

ＴＥＬ ０７０－１１４４－００６９ 

ＦＡＸ ０１８６－５９－７８０３ 役務 

印刷 
ポスター、チラシ、リーフレット、報告書、冊

子、名刺、封筒など 

 

清掃・施設管理 

 

清掃・除草作業、自動販売機管理 

 

情報処理・テープ起こし

 

データ入力 

 

飲食店の運営 

 

売店 

その他のサービス・役務
仕分け、袋詰、梱包、印刷物折り、おしぼり類

折り、文書の廃棄、資源回収 

社会福祉法人花輪ふくし会 障害者センター北鹿

地域生活支援拠点おおだて 
役務 印刷 点字加工名刺・チラシ 

〒０１７－００４６ 

大館市清水一丁目１番２０号 

ＴＥＬ ０１８６－５９－４０８０ 

ＦＡＸ ０１８６－５９－４６５６ 

 

 


